
熊谷市教育委員会事務局設置及び処務規則の一部を改正する規

則 

熊谷市教育委員会事務局設置及び処務規則（平成１７年教育委員会

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、

第５条の次に次の１条を加える。 

（倫理） 

第６条 事務局の職員の倫理に関しては、熊谷市職員倫理規程（令和

３年訓令第  号）の例による。 

 本則に次の１条を加える。 

 （その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会

が別に定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

日程第２ 議案第１６号 



熊 谷 市 教 育 委 員 会 事 務 局 設 置 及 び 処 務 規 則（ 平 成 １ ７ 年 教 育 委 員

会 規 則 第 ４ 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

 

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  
改 正 案 現   行 

【 前 略 】  【 前 略 】  

（ 服 務 ）  （ 服 務 ）  

第 ５ 条  事 務 局 の 職 員 の 服 務 に 関 し て は 、

熊 谷 市 職 員 服 務 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 38

号 ） の 例 に よ る 。  

第 ５ 条  事 務 局 の 職 員 の 服 務 に 関 し て は 、

熊 谷 市 職 員 服 務 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 38

号 ） の 例 に よ る 。  

（ 倫 理 ）   

第 ６ 条  事 務 局 の 職 員 の 倫 理 に 関 し て は 、

熊 谷 市 職 員 倫 理 規 程 （ 令 和 ３ 年 訓 令 第  

号 ） の 例 に よ る 。   

（ 公 文 書 ）  （ 公 文 書 ）  

第 ７ 条  事 務 局 の 公 文 書 に 関 し て は 、熊 谷

市 公 文 例 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 11号 ）の

例 に よ る 。  

第 ６ 条  事 務 局 の 公 文 書 に 関 し て は 、熊 谷

市 公 文 例 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 11号 ）の

例 に よ る 。  

（ 文 書 記 号 ）  （ 文 書 記 号 ）  

第 ８ 条  課 の 文 書 記 号 は 、次 の と お り と す

る 。 【 中 略 】  

第 ７ 条  課 の 文 書 記 号 は 、次 の と お り と す

る 。 【 中 略 】  

 （ 文 書 の 管 理 ）   （ 文 書 の 管 理 ）  

第 ９ 条  事 務 局 の 文 書 の 管 理 に 関 し て は 、

熊 谷 市 文 書 管 理 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 ９

号 ） の 例 に よ る 。  

第 ８ 条  事 務 局 の 文 書 の 管 理 に 関 し て は 、

熊 谷 市 文 書 管 理 規 程（ 平 成 17年 訓 令 第 ９

号 ） の 例 に よ る 。  

 （ そ の 他 ）   

第 １ ０ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、

必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め

る 。   

【 後 略 】  【 後 略 】  

 



行政手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

（熊谷市立幼稚園管理規則の一部改正） 

第１条 熊谷市立幼稚園管理規則（平成１７年教育委員会規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「あて」を「宛」に、「氏  名          ㊞」

を「氏  名           」に改める。 

 （熊谷市立図書館条例施行規則の一部改正） 

第２条 熊谷市立図書館条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第

４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、

当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。 
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団体名 

フリガナ            

代表者氏名 

フリガナ 

                    

様式第３号中 

 

㊞ 

 

㊞ 

「 

「 

を 

団体名 

フリガナ            

代表者氏名 

フリガナ 

                    

 

 

 

 

」 

に改める。 

」 


